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	新しいスタートを応援します！
	　　　菊川市 創業支援事業費
	令和８年度
	これから創業する人、 または創業間もない人に対して 創業に要する費用の一部を補助します
	補助対象者
	市内で初めて創業する人 又は 創業２年以内の人


	８  ８   3
	令和　  年　    月　  日（金）
	募集期間

	～９  15
	　  　    月　 　 日（火）
	上限
	補助金額
	※詳細は、市HPをご確認ください。
	(補助率2分の１)
	万円
	事業所等借入費 事務所等の設備費 キャッシュレス導入経費 法人設立及び商号登録に伴う申請資料作成経費

	対象経費
	問合せ・申請先　菊川市産業支援センター　☎0537-35-0930




